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呉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

呉市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

呉市議会会議規則の一部を改正する規則 

呉市議会会議規則（昭和３１年呉市議会規則第１号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示

すように改正する。 

改正前 改正後 

（請願書の記載事項等） （請願書の記載事項等） 

第８６条 請願書には，邦文を用い請願の趣

旨，提出年月日，請願者の住所及び氏名（法

人の場合にはその名称及び代表者の氏名）

を記載し，押印しなければならない。 

第８６条 請願書には，邦文を用い請願の趣

旨，提出年月日及び請願者の住所を記載

し，請願者が署名又は記名押印をしなけれ

ばならない。 

 ２ 請願者が法人の場合には，邦文を用いて，

請願の趣旨，提出年月日，法人の名称及び

所在地を記載し，代表者が署名又は記名押

印をしなければならない。 

２ 請願を紹介する議員は，請願書の表紙に

署名又は記名押印しなければならない。 

３ 前２項の請願を紹介する議員は，請願書

の表紙に署名又は記名押印をしなければ

ならない。 

３ 略 ４ 略 

４ 略 ５ 略 

付 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

これまで行政手続等において求めてきた押印について，特段の合理的な理由があ

る場合を除き，原則としてその廃止を広く推進している政府の方針を踏まえ，請願

者に対して提出時に求めている署名押印を署名又は記名押印に改めるため，本規則

の一部を改正する。 


